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美幌高等学校魅力化コーディネーター業務仕様書 

 

１ 目的 

 町内唯一の高校であるとともにオホーツク管内で唯一の農業科を併せ持つ北海道美幌高等学校の入

学者を確保し、美幌町で活躍する人材を美幌で育てることで、将来的な町の人口減少対策、更には持

続可能な地域活性化に繋がるものと考え、町と高校との協働による高校の魅力化づくりを推進するも

の。 

 

２ 業務概要 

（１）業 務 名  美幌高等学校魅力化コーディネーター業務 

（２）業 務 場 所  北海道美幌高等学校（美幌町字報徳９４番地） 

（３）業 務 内 容 

   本業務の内容は次の事項を基本とするが、実施にあたっては町及び高校と十分協議の上、進め

るものとする。 

   ① コーディネーターの募集・採用 

    ア 計画準備 

      採用コンセプト（役割）の設計、人材データベース照会作業 

    イ 募集・採用事務及び雇用 

      募集・採用に関する広報、選考審査（書類審査・面接等）、雇用 

   ② コーディネーターの指導管理 

    ア 活動相談及び支援 

      コーディネーターの活動や生活に関する日々の相談、活動計画の策定支援 

    イ 人材育成 

      コーディネーターのスキルアップ目標の設定、研修の実施 

    ウ その他 

      コーディネーターが活動を円滑に進めるための指導・支援 

   ③ コーディネーターの活動・事業展開 

    ア 普通科及び未来農業科生徒募集（道内）への支援 

      町内外の中学校訪問など、高校と連携した生徒募集活動 

    イ 未来農業科生徒募集（道外）への支援 

      過去に入学実績のある学校や道外から他校に入学している学校に対する生徒募集活動 

    ウ ＳＮＳ等を活用した高校の魅力発信 

      既存のツール（ホームページやインスタグラム）における記事作成のほか、新たな情報 

      発信手段の検討・実施 

    エ 町外からの寄宿舎（報徳寮）入寮者をはじめとする生徒のメンタルケア 

      生徒との定期的な面談や、町外生徒に特化したコミュニティの形成等により、生徒が不 

      安なく学校生活を送ることができる体制の構築 
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    オ 学校運営協議会との連携 

      「北海道美幌高等学校学校運営協議会」（令和６年度設置）が行う高校の課題解決に係

る連携及び支援 

    カ その他 

      高校の魅力発信に必要な事業の企画提案、地元企業など地域との協働のための企画提案 

 

（４）業 務 期 間  契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 

３ 求める成果 

（１）魅力化づくりの推進 

   これまで町内外への中学校訪問や道外での対面学校説明会の実施、ＳＮＳを活用した情報発信 

等を通じ、生徒確保のための高校の魅力化づくりを進めているが、教職員の負担も大きいことか

ら、継続した取り組みのためのサポートをはじめ、新たな情報発信手段やイベントの企画など、 

高校の魅力化づくりをより一層推進するための事業展開を求める。 

 

（２）入学者数の増 

   北海道美幌高等学校の令和７年度入学者数は３６名（普通科２３名、未来農業科１３名）とな

っており、普通科においては第２次募集後の学級減（２学級→１学級）が実施され、令和８年度

以降の募集学級数は今後北海道が策定する公立高等学校配置計画で示される予定となっている。

また、町内中学校における北海道美幌高等学校への進学率は約２割に留まっており、入学者の確

保が喫緊の課題となっている。これらの現状を踏まえ、令和８年度以降の普通科２間口の維持及

び町内進学率の向上につながる効果的な事業展開を求める。 

※令和１０年度入学者数の目標 ８０名（普通科５０名、未来農業科３０名） 

 

４ 要求の水準 

（１）企画提案について 

   「２（３）業務内容」及び「３ 求める成果」で示す事項を承知の上、高校の魅力発信及び生

徒確保、地域活性化が見込まれるような事業運営計画のより充実したものを、提案内容に応じて

採用する。 

（２）地域おこし協力隊の採用 

   地域おこし協力隊の採用にあたっては、人件費相当額のほか、募集・採用経費も委託料に含ま

れていることから、受託者において募集及び採用すること。ただし、地域おこし協力隊としての

身分については、町が委嘱するため、最終決定権者は町とすること。 

（３） その他 

  ① 本業務については、議会における予算議決を前提とした単年度契約であるが、地域おこし協

力隊の最大の任用期間である３年間を契約期間として、事業者や条件の見直しを行う。 

  ② 「美幌高等学校魅力化コーディネーター業務公募型プロポーザル実施要項」で示すコーディ

ネーター募集・採用経費及びコーディネーター活動経費の上限額については、総務省から示さ



3 

 

れている地域おこし協力隊の特別交付税が措置される上限額を参考とし、年間分の予算計上し

ていることから、募集期間と採用日を考慮し、月割りで減額の上、提案すること。 

 

５ 業務体制 

 受託者は、本業務を円滑に遂行するため、統括責任者を定め、委託者に届け出るものとし、業務全

般にわたって、業務管理を行わなければならない。 

 

６ 業務計画 

受託者は、契約締結後１４日以内に業務計画書を作成の上、町へ提出し承諾を得ること。なお、記

載内容に変更が生じた場合には、理由を明確にした上で、速やかに変更業務計画書を提出し、承諾を

得ること。 

 

７ 打合せ及び記録 

 受託者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、委託者と定期的に打合せを行い、業務の進捗状況

の確認と今後の業務に必要な事項等について協議すること。また、受託者は月１回提出する業務報告

書において、協議内容を記録した上で提出すること。 

 

８ 資料の貸与 

業務の実施にあたり、必要となる資料等は原則貸与するが、紛失、汚損しないよう取り扱うことと

し、本業務の目的以外に使用してはならない。また、業務遂行後資料が必要なくなったときは、速や

かに委託者へ返却すること。 

 

９ 賠償責任保険への加入 

 受託者は、業務上必要な保険に加入することとし、その写しを委託者へ提出すること。 

 

１０ 報告書類 

（１）業務報告書 月１回（地域おこし協力隊採用月から） 

（２）完了報告書 本業務の完了後 

 

１１ その他 

受託者は、業務の実施にあたって関係法令及び条例を遵守すること。 

本業務委託のすべてを特定の業者に再委託してはならない。また、一部を再委託する場合は、あら 

かじめ委託者に再委託に係る承諾書を提出し、委託者の承認を得るとともに、再委託に関する全て 

の責任は受託者が追うこととする。 

本仕様書に定めのない事項又は疑義のある事項については、委託者と協議の上、決定する。 


